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はじめに

　2014 年 2 月，日本でも「障害者の権利に関する条約」
が発効し，インクルーシブ教育システム構築に向けた
取り組みが本格化している．
　2012 年 7 月に中央教育審議会初等中等教育分科会
が示した「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教
育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」
において，「障害のある子どもと障害のない子どもが，
できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである
こと，そしてそこでは，それぞれの子どもが，授業内
容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持
ちながら，充実した時間を過ごしつつ，生きる力を身
に付けていけるかどうかが，最も本質的な視点であり，
そのための環境整備が必要である」と述べられてい
る 1）が，現行の学校システムでは，特別支援学校や小・
中学校の特別支援学級に在籍している子どもと小・中
学校等の通常の学級に在籍する子どもの学習は，「交
流及び共同学習」の実施によって積み重ねられている
状況である．
　この「交流及び共同学習」は，豊かな人間性を育む
ことが目的の「交流」の側面と，教科等のねらいの達
成を目的とする「共同学習」の側面を併せ持つ 2）と
されているが，教科に関する双方の学びを成立させる
ために妥当性の高い指導目標・内容が設定され，有効
な手だてが講じられている実践が非常に少ないことが

指摘されている 3）．
　このような状況を受けて筆者らは，「交流及び共同
学習」の実施率が高い音楽科 4）において，障害のあ
る子どもと障害のない子どもが共に学びながら，一人
ひとりが各自の実態に即した力を身につけるための具
体的な方策を講じることが急務であると考えた．
　障害のある子どもの教科指導は，現行の特別支援学
校の学習指導要領（小・中学校の特別支援学級も教育
課程編成時に参考にする．）において，知的障害のあ
る子どもを対象とする場合については独自の目標・内
容が設定されている 5）．そのため，知的障害のある子
どもを含む「交流及び共同学習」では，教科の目標・
内容も異なる子どもたちが学習を共にする場合もあ
る．ここに，障害のある子どもと障害のない子どもが，
教科等のねらいの達成を目的として学習を共にする際
の難しさがあると考える．特別支援教育総合研究所も，
インクルーシブ教育システム構築に取り組む際に着手
すべき課題の一つとして，「特別支援学校と小・中学
校の教育課程の連続性の確保」をあげている 6）．
　先行研究を調べたところ，特別支援学校（知的障害
教育）音楽科の教育課程における発達段階の設定や特
別支援学校（知的障害教育）と小・中学校の音楽科教
育課程の関係性について検討したものはみられなかっ
た．
　そこで筆者らは，インクルーシブ教育システムの構
築に向けて，特別支援学校（知的障害教育）と小中学
校等（以下本稿では，幼稚園，保育所，小学校，中学
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校，高等学校を総称して「小中学校等」とする．）の
音楽科教育課程の関係性を明らかにした上で，障害の
ある子どもと障害のない子どもの音楽科学習の共有化
について実践的に検証する必要があると考えた．
　筆者らはこれまでに，特別支援学校（知的障害教育）
音楽科の「器楽」，「鑑賞」，「身体表現」の観点につい
て指導内容の分析を行い，特別支援学校（知的障害教
育）と小中学校等の音楽科教育課程の関係性について
整理している 7）．本稿では，歌唱指導に焦点を当てる．
小中学校等の音楽科教育課程と対比して，特別支援学
校（知的障害教育）の音楽科教育課程の特徴を明らか
にすることで，特別支援学校（知的障害教育）と小中
学校等の音楽科教育課程の関係性について整理する．

1．特別支援学校（知的障害教育）音楽科の教育課程

　前述したように，特別支援学校（知的障害教育）の
音楽科は，独自の目標と内容を有している．表 1 に，
現行の学習指導要領に示された特別支援学校（知的障
害教育）音楽科の目標を示した．

　音楽科の内容は，学年別ではなく，小学部 3 段階，
中学部 1 段階，高等部 2 段階の発達段階別に示されて
いる（対象生徒の生活年齢が 14 歳であっても，音楽
活動に関わる発達の年齢が 2 歳程度であれば，発達段
階に即した小学部の指導内容を選択する．）．また，小
学部 1 段階は「音楽遊び」，小学部 2 段階以上は「鑑賞」，

「身体表現」，「器楽」，「歌唱」の観点で構成されている．
　表 2 に，本稿で焦点を当てる「歌唱」の観点について，
現行の学習指導要領に示された特別支援学校（知的障
害教育）音楽科の内容を示した．

2．分析の方法

　本稿では，就学前の保育や教育に関する指標，初等
中等教育段階の教育に関する指標における記述をもと
に，特別支援学校（知的障害教育）音楽科の「歌唱」
の指導内容を分析する．
1）分析の対象
　特別支援学校（知的障害教育）音楽科の教育課程は，
対象とする子どもの実態が多様であることから概括的
に示されており，学習指導要領から内容の詳細を読み
取ることは難しい．そのため，本稿では「知的障害特
別支援学校における各教科の具体的な内容の例 4．音
楽」10）に示された「歌唱」に関する 29 項目を分析の
対象とした．
　この「知的障害特別支援学校における各教科の具体
的な内容の例 4．音楽」では，現行の学習指導要領に
もとづき，特別支援学校（知的障害教育）音楽科の指
導内容が，6 段階に分けて 133 項目示されている．「段
階 1」は学習指導要領上の小学部 1 段階に，「段階 2」
は小学部 2 段階，「段階 3」は小学部 3 段階，「段階 4」
は中学部，「段階 5」は高等部 1 段階，「段階 6」は高
等部 2 段階に対応する．
2）分析の指標
　就学前の保育や教育に関する指標として，①「発達
の 4 層からみた音楽療法の配慮点（宇佐川，2007）」，
②「子どもの音楽の発達に関わる評価に関するツール」
の「チェックリスト（與座ら，2004）」，③保育所保
育指針（1999 年改訂版）を用いた．③のみでは発達
段階の対応を詳細に検討することが難しいため，乳幼
児期の音楽的発達について詳細が示されている①およ
び②を就学前の保育や教育に関する指標に含めてい
る．
　初等中等教育段階の教育に関する指標として，④小
学校学習指導要領（現行），⑤中学校学習指導要領（現
行），⑥高等学校学習指導要領（現行）を用いた．
　以下に，各指標の概容を説明する．

 表 2：特別支援学校（知的障害教育）音楽科
「歌唱」の内容 9）

学部・段階 内容

小学部

2 段階 好きな歌ややさしい旋律の一部分
を楽しく歌う．

3 段階
やさしい歌を伴奏に合わせながら，
教師や友達などと一緒に歌ったり，
一人で歌ったりする．

中学部 歌詞やリズムなどに気を付けて，
独唱，斉唱，簡単な輪唱などをする．

高等部

1 段階 歌詞の内容を感じ取って，独唱，
斉唱，簡単な合唱などをする．

2 段階

独唱，斉唱，二部合唱，オペレッ
タなどによる表現に慣れ，歌詞の
内容や曲想などを味わいながら歌
う．

 表 1：特別支援学校（知的障害教育）音楽科の目標 8）

学部 目標

小学部
表現及び鑑賞の活動を通して，音楽につ
いての興味や関心をもち，その美しさや
楽しさを味わうようにする．

中学部
表現及び鑑賞の能力を培い，音楽につい
ての興味や関心を深め，生活を明るく楽
しいものにする態度と習慣を育てる．

高等部
表現及び鑑賞の能力を伸ばし，音楽につ
いての興味や関心を深め，生活を明るく
楽しいものにする態度と習慣を育てる．
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①「発達の 4層からみた音楽療法の配慮点（宇佐川，
2007）」
　宇佐川は，約 30 年間にわたる 300 名を越す障害児
の乳幼児期の療育事例の詳細な検討によって集積され
た資料をもとに，感覚と運動の高次化による発達水準
やその全体的理解の枠組みを精緻化し，「感覚と運動
の高次化理論」（「Ⅰ層 : 初期感覚の世界」「Ⅱ層 : 知
覚の世界」「Ⅲ層 : 象徴化の世界」「Ⅳ層 : 概念化の世
界」）を構築している 11）．
　「発達の 4 層からみた音楽療法の配慮点（宇佐川，
2007）」は，この「感覚と運動の高次化理論」に基づき，
障害児の音楽療法の活動を整理したものである 12）．
②「子どもの音楽の発達に関わる評価に関するツール」
の「チェックリスト（與座ら，2004）」
　與座らは，各種発達理論，発達検査（デンバー式
発達スクリーニング検査ほか），教育実践プログラム

（MEPA ほか），「カリキュラムガイド」（J．Purvis ら），
乳幼児の発達に関わる文献等を検討し，「歌唱」「器楽」

「身体表現」「鑑賞」の 4 領域（各領域は大項目・中項
目・小項目に分類）からなる「子どもの音楽の発達に
関わる評価に関するツール」の「チェックリスト」（発
達年齢 0~6 歳 11 ヶ月）を作成している 13）．また，こ
の「チェックリスト」を用いて，6 年間にわたり 352
名の健常乳幼児を対象に評価を実施し，信頼性および
妥当性を検証している 14）．
　本稿では，この「チェックリスト」のうち「歌唱」
の中項目①（発達年齢 0 歳から 2 ヶ月）から⑪（6 歳
から 6 歳 11 ヶ月）を分析の指標として用いた．
③保育所保育指針（1999年改訂版）
　就学前の保育や教育に関する指標として，「幼稚園
教育要領」および「保育所保育指針」が考えられる．
　幼稚園教育要領に関しては，1956 年 2 月や 1964 年
3 月の幼稚園教育要領における「音楽リズム」の記述
では比較的詳細な音楽に関する指導の内容が記されて
いるが，今回は，特別支援学校（知的障害教育）音楽
科における指導内容例が 2011 年のものであるため，
これに近い年代のものを対象とすることを検討した．
　本稿では，発達年齢区分ごとの記述が詳細である
1999 年改訂版の保育所保育指針 15）を分析の指標とし
て用いた 16）．
④小学校学習指導要領（現行）
　初等教育段階の教育に関連する指標として，現行の

「小学校学習指導要領」17）を用いた．本稿では，音楽
科に関する内容を検討するため，「小学校学習指導要
領」第 2 章　第 6 節　音楽に記された内容を中心に検
討を行っている．
⑤中学校学習指導要領（現行）
　前期中等教育段階の教育に関連する指標として，現

行の「中学校学習指導要領」18）を用いた．本稿では，
音楽科に関する内容を検討するため，「中学校学習指
導要領」第 2 章　第 5 節　音楽に記された内容を中心
に検討を行っている．
⑥高等学校学習指導要領（現行）
　後期中等教育段階の教育に関連する指標として，現
行の「高等学校学習指導要領」19）を用いた．本稿では，
音楽科に関する内容を検討するため，「高等学校学習
指導要領」第 2 章　第 7 節　芸術に記された内容を中
心に検討を行っている．

3．分析の結果

　以下に，「特別支援学校（知的障害教育）音楽科の
指導内容例」（以下「特別支援学校指導内容例」とする）
と各指標との対応について説明する．
　なお，「特別支援学校指導内容例」と各指標につい
て複数の対応がみられる場合には，最も初期の発達段
階における対応のみを示した．
1）「発達の 4層からみた音楽療法の配慮点（宇佐川，
2007）」との対応
　「特別支援学校指導内容例」と「発達の 4 層からみ
た音楽療法の配慮点（宇佐川，2007）」（以下「音楽
療法の配慮点」とする．）の対応に関する分析結果を
表 3 に示した．右下に点を付した数字は，「特別支援
学校指導内容例」の項目番号を示している．英数字は，
その項目に対応する「音楽療法の配慮点」の項目が含
まれる層を，括弧内は層のラベルの略称を示している．
　

表 3：「特別支援学校指導内容例」と
「音楽療法の配慮点」との対応

段階 1 段階 2 段階 3 段階 4
21. Ⅰ（感覚）18. Ⅱ（知覚）

21. Ⅱ（知覚）
22. Ⅲ（象徴）

19. Ⅲ（象徴）
21. Ⅳ（概念）

16. Ⅳ（概念）
17. Ⅳ（概念）
18. Ⅳ（概念）

　「特別支援学校指導内容例」の「段階 1」（小学部 1
段階）には，「音楽療法の配慮点」のⅠ層（初期感覚
の世界）に対応する内容が含まれていた．「特別支援
学校指導内容例」の「段階 2」（小学部 2 段階）には，「音
楽療法の配慮点」のⅡ層（知覚の世界）およびⅢ層（象
徴化の世界）に対応する内容が含まれていた．「特別
支援学校指導内容例」の「段階 3」（小学部 3 段階）には，

「音楽療法の配慮点」のⅢ層（象徴化の世界）および
Ⅳ層（概念化の世界）に対応する内容が含まれていた．

「段階 4」（中学部）には，「音楽療法の配慮点」のⅣ層（概
念化の世界）に対応する内容が含まれていた．
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　分析結果の詳細は表 4 に示した．表の下線を付した
部分が，両者の対応を判断した記述である．数字の表
記は表 3 と同様である．

表 4：「特別支援学校指導内容例」と
　「音楽療法の配慮点」との対応（詳細）

段階 特別支援学校指導内容例 音楽療法の配慮点

1

21. 教師の歌や演奏と一
緒に，大きな声を出し
たり，まわって歌った
りする．

・向き合う姿勢の形成
（Ⅰ：発達的な目標）

2

18. 好きな歌の一部分を
歌う．

・音・音楽の好みがはっ
きりする（Ⅱ：音楽の
特徴）

21．大きい声，小さい
声，のばした声などい
ろ い ろ な 声 を 出 し て
歌って楽しむ．

・声を通したやりとり
（Ⅱ：活動・楽器類）

22. やさしい曲を，正し
いメロディーで歌う．

・うたう活動（Ⅲ：活動・
楽器類）

3

19．やさしい歌詞を，
伴奏や友達と合わせて
正しく歌う．

・テンポや強弱を意識
して合わせようとする
活動（Ⅲ：活動・楽器類）

21．どなったり，小声
す ぎ た り し な い よ う
に，ちょうど良い声の
大きさで歌う．

・調整的な発声（Ⅳ：
姿勢・運動）

4

16. 輪唱や簡単な 2 部合
唱をする．

・音楽による役割取得
活動（Ⅳ：発達的な目
標）

17. はっきりした発音
で音程もできるだけ整
え，正しいリズムで歌
う．

・リズムへの意識が明
確化（Ⅳ：音楽の特徴）
・旋律の意識化と再生
（Ⅳ：音楽の特徴）

18. 歌詞の表す情景を想
像したりして，気持ち
をこめて，きれいに歌
う．

・ 歌 詞 の 理 解 と 再 生
（Ⅳ：音楽の特徴）

2）「子どもの音楽の発達に関わる評価に関するツール」
の「チェックリスト（與座ら，2004）」との対応
　「特別支援学校指導内容例」と「子どもの音楽の発
達に関わる評価に関するツール」のチェックリスト（與
座ら，2004）」（以下「チェックリスト」とする）の

対応に関する分析結果を表 5 に示した．右下に点を付
した数字は，「特別支援学校指導内容例」の項目番号
を示している．丸数字は，その項目に対応する「チェッ
クリスト」の項目番号を，括弧内は発達年齢を示して
いる．
　「特別支援学校指導内容例」の「段階 1」（小学部 1
段階）には，「チェックリスト」の③（6 ヶ月から 8 ヶ
月），⑤（1 歳）から⑥（1 歳 11 ヶ月）に対応する内
容が含まれていた．「特別支援学校指導内容例」の「段
階 2」（小学部 2 段階）には，「チェックリスト」の⑦（2
歳から 2 歳 11 ヶ月）に対応する内容が含まれていた．

「特別支援学校指導内容例」の「段階 4」（中学部）には，
「チェックリスト」の⑧（3 歳）から⑪（6 歳 11 ヶ月）
に対応する内容が含まれていた．
　分析結果の詳細は表 6 に示した．表の下線を付した
部分が，両者の対応を判断した記述である．表中の数
字および括弧内の表記は表 5 と同様である．

表 6：「特別支援学校指導内容例」と
「チェックリスト」との対応（詳細）

段階 特別支援学校指導内容例 音楽療法の配慮点

1

21. 教師の歌や演奏と一
緒に，大きな声を出し
たり，まわって歌った
りする．

③教師の声やなじみの
ある音をまねて声を出
す こ と が で き る（0:6
～ 0:8）

22. やさしいメロディー
の一部を口ずさむ．

⑤フレーズの語尾や語
頭 を 歌 う こ と が で き
る．（1:0 ～ 1:5）
⑥あやし言葉や歌の中
のリズミカルなことば
の部分をまねることが
できる．（1:6 ～ 1:11）

2
18. 好きな歌の一部分を
歌う．

⑦歌の一部分を歌うこ
と が で き る．（2:0 ～
2:11）

4

16. 輪唱や簡単な 2 部合
唱をする．

⑪替え歌を歌ったり，
輪唱をしたりすること
ができる．（6:0 ～ 6:11）

17. はっきりした発音
で音程もできるだけ整
え，正しいリズムで歌
う．

⑧一曲全体を通して，
ほぼ正確なリズムで歌
うことができる．（3:0
～ 3:11）
⑨一曲全体を通して，
正確なリズム，音程で
歌うことができる．（4:0
～ 4:11）

18. 歌詞の表す情景を想
像したりして，気持ち
をこめて，きれいに歌
う．

⑩歌の速さ，強弱に気
を付けて歌うことがで
きる．（5:0 ～ 5:11）

3）保育所保育指針（1999年改訂版）との対応
　「特別支援学校指導内容例」と 1999 年改訂版の保

表 5：「特別支援学校指導内容例」と
「チェックリスト」との対応

段階 1 段階 2 段階 4
21．③（0:6～0:8）
22．⑤（1:0～1:5）
　  ⑥（1:6～1:11）

18．⑦（2:0～2:11） 16.⑪（6:0～6:11）
17.⑧（3:0～3:11）
　 ⑨（4:0～4:11）
18.⑩（5:0～5:11）
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育所保育指針（以下「保育所保育指針」とする）の対
応に関する分析結果を，表 7 に示した．右下に点を付
した数字は，「特別支援学校指導内容例」の項目番号
を示している．その後に，その項目に対応する「保育
所保育指針」の項目が含まれる箇所を示している．括
弧内の数字は，「保育所保育指針」の項目番号を示し
ている．

表 7：「特別支援学校指導内容例」と
「保育所保育指針」との対応

段階 2 段階 3
21. 5 歳児の保育の内容　4
内容「表現」（1）

22. 2 歳児の保育の内容　5
配慮事項（13）

17. 5 歳児の保育の内容　4
内容「表現」（2）

　「特別支援学校指導内容例」の「段階 2」（小学部 2
段階）には，「保育所保育指針」の 2 歳児の保育の内
容に関する配慮事項，および 5 歳児の保育の内容に対
応する部分が含まれていた．「段階 3」（小学部 3 段階）
には，「保育所保育指針」の 5 歳児の保育の内容に対
応する部分が含まれていた．
　分析結果の詳細は，表 8 および 9 に示した．表の下

線を付した部分が，両者の対応を判断した記述である．
表中の数字の表記は表 7 と同様である．
4）小学校学習指導要領（現行）との対応
　「特別支援学校指導内容例」と現行の小学校学習指
導要領（以下「小学校学習指導要領」とする）の対応
に関する分析結果を，表 10 に示した．右下に点を付
した数字は，「特別支援学校指導内容例」の項目番号
を示している．その後に，その項目に対応する「小学
校学習指導要領」の項目が含まれる箇所を示している．
　

表 10:「特別支援学校指導内容例」と
「小学校学習指導要領」との対応

段階 4 段階 5 段階 6
17. 低学年　
A 表現（1）ウ

〔共通事項〕低学
年（1）ア（ア）

18. 低学年　
A 表現（1）イ

19. 低学年　
A 表現（4）ア

21. 低学年　
A 表現（1）エ

19. 中学年　
A 表現（1）ウ

20. 指導計画の作
成と内容の取扱
い　2（6）

21. 中学年　
A 表現（1）イ

22. 中学年　
A 表現（1）エ

　 中学年
A 表現（4）ア

23. 指導計画の作
成と内容の取扱
い　2（3）イ

15. 高学年の目標
と内容 A 表現　

（1）イ　解説

16. 高学年　
A 表現　（1）エ

　 高学年　
A 表現　（4）ア

17. 中学年　
A 表現　（1）ア

　「特別支援学校指導内容例」の「段階 4」（中学部）
には，「小学校学習指導要領」の低学年の内容に対応
する部分が含まれていた．「段階 5」（高等部 1 段階）
には，「小学校学習指導要領」の中学年の内容に対応
する部分および指導計画の作成と内容の取扱いに対応
する部分が含まれていた．「段階 6」（高等部 2 段階）
には，「小学校学習指導要領」の中・高学年の内容に
対応する部分が含まれていた．
　分析結果の詳細は，表 11 から 13 に示している．表
の下線を付した部分が，両者の対応を判断した記述で
ある．表中の数字の表記は表 10 と同様である．表 9：「特別支援学校指導内容例（段階 3）」と

「保育所保育指針」との対応

特別支援学校指導内容例 保育所保育指針
17. みんなと一緒に歌っ
たり，一人で歌ったり
する．

（2）音楽に親しみ，みんなと
一緒に聴いたり，歌ったり，
踊ったり，楽器を弾いたりし
て，音色の美しさやリズムの
楽しさを味わう． 

（5 歳児の保育の内容　4 内容
「表現」）

表 8:「特別支援学校指導内容例（段階 2）」と
「保育所保育指針」との対応

特別支援学校指導内容例 保育所保育指針
21. 大きい声，小さい
声，のばした声などい
ろ い ろ な 声 を 出 し て
歌って楽しむ．

（1）様々な音，形，色，手ざ
わり，動きなどを周りのもの
の中で気づいたり見つけたり
して楽しむ．（5 歳児の保育の
内容　4 内容「表現」）

22. やさしい曲を，正し
いメロディーで歌う．

（13）歌うことや，音楽に合
わせて体を動かすことを好む
ので，子どもの好む歌，簡単
な歌詞，旋律の歌や曲を正し
く，美しく表現するように配
慮する．

（2 歳児の保育の内容　5 配慮
事項）
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5）中学校学習指導要領（現行）との対応
　「特別支援学校指導内容例」と現行の中学校学習指
導要領（以下，「中学校学習指導要領」とする）の対
応に関する分析結果を，表 14 に示した．「特別支援学
校指導内容例」の右下に点を付した数字は，「特別支
援学校指導内容例」の項目番号を示している．その後
に，その項目に対応する「中学校学習指導要領」の項
目が含まれる箇所を示している．

表 14:「特別支援学校指導内容例」（段階 5）と
「中学校学習指導要領」との対応

段階 5
20. 指導計画の作成と内容の取扱い　2（8）
23. 第 1 学年　A 表現　（4）イ（ア）

　「特別支援学校指導内容例」の「段階 5」（高等部 1
段階）には，「中学校学習指導要領」の第 1 学年の内

表 11：「特別支援学校指導内容例（段階 4）」と
「小学校学習指導要領」との対応

特別支援学校指導内容例 小学校学習指導要領
17. はっきりした発音
で，音程もできるだけ
整え，正しいリズムで
歌う．

自分の歌声及び発音に気を付
けて歌うこと．（低学年　A
表現（1）ウ）

音色，リズム，速度，旋律，
強弱，拍の流れやフレーズな
どの音楽を特徴づけている要
素（〔共通事項〕低学年（1）
ア（ア））

18. 歌詞の表わす情景
を想像したりして，気
持ちをこめて，きれい
に歌う．

歌詞の表す情景や気持ちを想
像したり，楽曲の気分を感じ
取ったりし，思いをもって歌
うこと．（低学年　A 表現（1）
イ）

19. 独唱や斉唱，簡単な
輪唱などをする．

主となる歌唱教材について
は，各学年ともウの共通教材
を含めて，斉唱及び輪唱で歌
う楽曲（低学年　A 表現（4）
ア）

21. 伴奏の響きを聴い
て歌う．

互いの歌声や伴奏を聴いて，
声を合わせて歌うこと．（低
学年　A 表現（1）エ）

表 12：「特別支援学校指導内容例（段階 5）」と
「小学校学習指導要領」との対応

特別支援学校指導内容例 小学校学習指導要領
19. 呼吸の仕方や口の
開け方に気を付けて歌
う．

呼吸及び発音の仕方に気を付
けて，自然で無理のない歌い
方で歌うこと．（中学年　A
表現（1）ウ）

20. 拍子，スタッカー
ト，レガート，シンコ
ペーションに注意して
正しい音程，リズムで
歌う．

各学年の［共通事項］のイの
「音符，休符，記号や音楽に
かかわる用語」については，
児童の学習状況を考慮して，
次に示すものを取り扱うこ
と．

（スタッカート）
（指導計画の作成と内容の取
扱い　2（6））

21. 曲想を考え，その気
分になって独唱や斉唱
をする．

歌詞の内容，曲想にふさわし
い表現を工夫し，思いや意図
をもって歌うこと．（中学年
　A 表現（1）イ）

22. 互いに歌声を聞き
合って，簡単な輪唱や
部分合唱をする．

互いの歌声や副次的な旋律，
伴奏を聴いて，声を合わせて
歌うこと．（中学年　A 表現

（1）エ）

主となる歌唱教材について
は，各学年ともウの共通教材
を含めて，斉唱及び簡単な合
唱で歌う楽曲（中学年　A 表
現（4）ア）

23. 民謡や歌曲などい
ろいろな歌に関心をも
ち，楽しんで歌う．

歌唱教材については，共通教
材のほか，長い間親しまれて
きた唱歌，それぞれの地方に
伝承されているわらべうたや
民謡など日本のうたを含めて
取り上げるようにすること．

（指導計画の作成と内容の取
扱い　2（3）イ）

表 13：「特別支援学校指導内容例（段階 6）」と
「小学校学習指導要領」との対応

特別支援学校指導内容例 小学校学習指導要領
15. 自分の思いや願い
を歌にして歌う．

高学年の児童は，心の中の
様々な思いや考えを，音楽を
通して表現したり伝えたりす
ることができるようになり，
自分の思いや意図が聴き手に
明確に伝わる歌唱の表現がで
きるようになる．（高学年の
目標と内容　A 表現（1）イ
　解説）

16. 輪唱や簡単な 2 部合
唱をする．

各声部の歌声や全体の響き，
伴奏を聴いて，声を合わせて
歌うこと．（高学年　A 表現

（1）エ）

主となる歌唱教材について
は，各学年ともウの共通教材
の中の 3 曲を含めて，斉唱及
び合唱で歌う楽曲（高学年 A
表現（4）ア）

17. 楽 譜 を 見 な が ら
歌ったり，弾きながら
歌ったり，身体表現し
ながら歌ったりする．

範唱を聴いたり，ハ長調の楽
譜を見たりして歌うこと．（中
学年　A 表現　（1）ア）
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容に対応する部分および指導計画の作成と内容の取扱
いに対応する部分が含まれていた．
　分析結果の詳細は，表 15 に示している．表の下線
を付した部分が，両者の対応を判断した記述である．
表中の数字の表記は表 14 と同様である．

表 15:「特別支援学校指導内容例」（段階 5）と
「中学校学習指導要領」との対応

特別支援学校指導内容例 中学校学習指導要領
20. 拍子，スタッカー
ト，レガート，シンコ
ペ ー シ ョ ン に 注 意 し
て，正しい音程，リズ
ムで歌う．

各学年の〔共通事項〕のイの
用語や記号などは，小学校学
習指導要領第 2 章第 6 節音楽
の第 3 の 2 の（6）に示すも
のに加え，生徒の学習状況を
考慮して，次に示すものを取
り扱うこと．
 legato

（指導計画の作成と内容の取
扱い　2（8））

23. 民謡や歌曲など，い
ろいろな歌に関心をも
ち，楽しんで歌う．

我が国で長く歌われ親しまれ
ている歌曲のうち，我が国の
自然や四季の美しさを感じ取
れるもの又は我が国の文化や
日本語のもつ美しさを味わえ
るもの．（第 1 学年　A 表現
　（4 イ（ア））

6）高等学校学習指導要領（現行）との対応
　「特別支援学校指導内容例」と現行の高等学校学習
指導要領について，直接的に対応する記述はみられな
かった．

4．考察

　以下に，小中学校等の音楽科教育課程と対比して，
特別支援学校（知的障害教育）音楽科の教育課程の特
徴を明らかにすることで，両者の教育課程の関係性を
整理する．
1）就学前の保育や教育に関する指標との対応から
　分析の結果，「音楽療法の配慮点」，「チェックリス
ト」，「保育所保育指針」に示された「歌唱」に関する
内容は，特別支援学校（知的障害教育）音楽科の小学
部（段階 1 から 3）から中学部（段階 4）の内容と段
階的に対応していることがわかった．
　このことから，特別支援学校（知的障害教育）音楽
科小学部・中学部の歌唱指導は，「教師とのやりとり
の中で声を出す」段階から，「好きな歌の一部を歌う」
段階，「伴奏や友達の歌声に合わせて自身の声を調整
して歌う」段階，「リズム，旋律，歌詞等を意識して
一人で歌う」段階へと，発達段階に即してスモールス

テップで，歌唱に必要な力を育むように設定されてい
ると考えられる．
2）初等中等教育段階の教育に関する指標との対応から
　分析の結果，小学校音楽科の「歌唱」事項イ「音楽
を感じ取って歌唱の表現を工夫すること」と事項エ「声
を合わせて歌うこと」，歌唱教材選択の観点について
は，小学校低学年から高学年の内容が，特別支援学校

（知的障害教育）音楽科の中学部（段階 4）から高等
部 2 段階（段階 6）の内容と段階的に対応しているこ
とがわかった．このことから，特別支援学校（知的障
害教育）音楽科中学部・高等部の歌唱指導は，曲想を
表現する力や声を合わせて歌う力を系統的に育むよう
に設定されていると考えられる．
　小学校音楽科の「歌唱」事項ア「聴唱・視唱すること」
については，小学校中学年の内容（視唱）との対応が，
特別支援学校高等部 2 段階（段階 6）になって初めて
みられることがわかった．このことから，特別支援学
校（知的障害教育）音楽科の歌唱指導は，児童生徒の
知的理解の実態に配慮した内容設定になっていると考
えられる．また，小学校音楽科の「歌唱」事項ウ「楽
曲に合った表現をすること」のうち「自然で無理のな
い歌い方」（中学年）や「響きのある歌い方」（高学年）
については，特別支援学校（知的障害教育）音楽科の
内容の記述との対応がみられないことがわかった．こ
のことから，特別支援学校（知的障害教育）音楽科の
歌唱指導は，児童生徒の発声・発語，知的理解の実態
に配慮した内容設定になっていると考えられる．
　さらに，中学校音楽科の歌唱教材選択の観点と共通
事項の音楽用語の一部について，特別支援学校（知的
障害教育）高等部 1 段階（段階 5）の内容と対応がみ
られることもわかった．
3）全体をとおして
　以上のように，特別支援学校（知的障害教育）音楽
科の歌唱指導は，小学部が幼稚園・保育所の「表現」
等の内容を含み，中学部が幼稚園・保育所の「表現」
等の一部と小学校音楽科の低学年の内容を含み，高等
部が小学校音楽科の中学年・高学年の内容と中学校音
楽科の内容の一部を含む設定になっていると考えられ
た．
　「特別支援学校指導内容例」には，「20．知っている
歌，好きな歌，歌える歌の範囲を広げる」（段階 4），「13．
CD の演奏に合わせて歌を歌ったり，カラオケを楽し
んだりする」（段階 6）等，就学前の保育・教育に関
する指標，初等中等教育に関する指標における記述と
は直接的な対応がみられない項目もあった．これらの
項目は，知的障害教育独自の目的や方法が反映された
ものであると考えられる 20）．
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おわりに

　本稿では，歌唱指導に焦点を当てて，特別支援学校
（知的障害教育）と小中学校等の音楽科教育課程の関
係性について整理した．
　「特別支援学校指導内容例」や小中学校等の学習指
導要領等における記述をもとに文言のみの対応を検討
しているため，内容の解釈には限界がある．しかし，
まず，学習指導要領に示された特別支援学校（知的障
害教育）と小中学校等の音楽科教育課程の関係性を整
理することで，知的障害のある子どもが含まれる音楽
科の「交流及び共同学習」において，各自の実態に即
した学習へのアクセスと全員での学習の共有化を叶え
る指導内容の設定について，手がかりを得ることがで
きると考えられた．また，特別支援学校の教員が，学
習指導要領に示された特別支援学校（知的障害教育）
音楽科の教育課程を理解する上でも役立つのではない
かと考えられた．
　本稿で検討したのは，あくまで特別支援学校（知的
障害教育）学習指導要領に示された歌唱指導の基準で
ある．知的障害のある子どもの中には，卓越した歌唱
力を有する者もいれば，発声自体が難しい者もいる．
学習指導要領に示された基準を踏まえた上で，多様な
児童生徒にどのような歌唱指導を考えていくかについ
ては，稿を改めて検討する必要があると考えている．
　現在，これまでの分析をもとに，インクルーシブ教
育システム構築に向けた音楽科指導内容指標の開発を
進めている．今後は，発達一般や音楽的発達に関する
見解をさらに検討し，実践的検証を重ねながら，障害
のある子どもと障害のない子どもの音楽科学習の共有
化を促す具体的な方策について検討していく予定であ
る．

付記

　本研究は，科学研究費補助金（課題番号 26381220）
の助成を受けて行ったものである．
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